
［事例問題１］（５０点） 

 

【問題】 

問１ 起案 

被告訴訟代理人の立場に立って、別紙１（甲第２号証・特許公報）、別紙２（訴

状）、別紙３（被告代表者（丙川次郎）の言い分）、別紙５（乙第１号証・公開特

許公報）、別紙６（乙第２号証・拒絶理由通知書）及び別紙７（乙第４号証・意見

書）に基づいて、別紙４（答弁書）の空欄１～９に記載すべき文章を起案してくだ

さい。 

 なお、以下の注に留意してください。 

 注１ 現在施行されている法令と現在存在する全ての判例に基づいて起案してく

ださい。 

 注２ 甲第１号証、甲第３号証、乙第３号証（手続補正書）及び乙第５号証（出

願経過中で拒絶理由通知書（別紙６）において引用された引用文献１）の添

付は、省略しています。 

 注３ 空欄の大きさは、解答すべき内容及び分量と関係ありません。 

 注４ この問題の事例は、架空の事案です。 

 

問２ 小問 

（１）Ａ社は、特許権αを保有していたが、平成２９年１月１５日、この特許権α

をＢ社に譲渡し、同月３０日にこの譲渡が登録された。特許権αは平成１８年

４月３０日に特許登録され、存続期間は平成３１年２月２８日までである。他

方、Ｃ社は、平成２１年５月１日から製品Ｘを製造して、これを市場で販売し

ている。 

Ｂ社は、Ｃ社による製品Ｘの製造・販売行為が特許権αの侵害に当たるとし

て、Ｃ社を被告とする特許権侵害訴訟の提起を検討している。 

上記事案を前提に、以下の各問いに解答してください。なお、消滅時効の成

否については検討する必要はありません。 

 

ア Ｂ社が、Ｃ社に対して、平成２１年５月から平成２９年１月３０日までのＣ

社の特許権侵害に基づく損害賠償請求権を行使する場合に必要な対抗要件は何

か。民法の根拠条文を示して簡潔に解答してください。 

 

イ Ａ社が、さらにＤ社に対して、平成２９年１月１５日に上記アの損害賠償請

求権を譲渡した場合、Ｄ社が当該損害賠償請求権の権利者であることをＢ社に
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対抗するのに必要な要件は何か。民法の根拠条文を示して簡潔に解答してくだ

さい。 

 

ウ 上記ア及びイを前提とした場合、当該損害賠償請求権に関するＢ社とＤ社の

優劣がどのように決定されるかを解答してください。 

 

（２）特許権者Ｘは、化学品の製造方法に関する発明（以下「本件特許発明」とい

う。）に係る特許権（以下「本件特許権」という。）を有している。本件特許 

発明は、化学品を製造する際に反応工程Ａを経る技術的特徴（以下「本件特徴」

という。）を含むものである。 

特許権者Ｘは、Ｙが本件特許発明に規定する製造方法を使用してＹ製品を製

造していると主張して、Ｙに対し、本件特許権侵害に基づくＹ製品の製造販売

差止請求訴訟（以下「本件訴訟」という。）を提起した。 

上記事案を前提に、以下の各問いに解答してください。 

 

ア 本件訴訟では、Ｙ製品の製造工程中に本件特徴を含むか否かが争点となって

いる。Ｙ製品の製造工程中に本件特徴を含むとの特許権者Ｘの主張に対し、Ｙ

は、特許権者Ｘの主張は事実に反すると考えている。 

このような場合に、Ｙの認否として、特許権者Ｘの主張事実を単に否認する

ことで足りるでしょうか。根拠となる条文を挙げつつ解答してください。 

 

イ 上記ア記載の争点との関係で、特許権者Ｘは、Ｙが保有すると考えられるＹ

製品の製造工程表（以下「本件製造工程表」という。）の提出を求めたが、Ｙ

は、本件製造工程表にはＹ保有の営業秘密が記載されているとしてこれに応じ

ようとしない。 

 

① この場合、特許権者Ｘとしては、本件製造工程表の提出を実現するために、 

いかなる法的措置をとることが考えられますか。根拠となる条文を挙げつつ

解答してください。 

 

② Ｙは、特許権者Ｘによる上記①の法的措置に対して、どのように反論する

ことが考えられますか。根拠となる条文を挙げつつ解答してください。 

 

③ 裁判所は、Ｙに対して本件製造工程表を提示させることができますか。そ

のためには裁判所はどのような手続をとることができますか。その手続に当
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事者等がどのように関与することができるかについても念頭において、根拠

となる条文を挙げつつ簡潔に解答してください。 
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(21)出願番号   特願2007-000000(P2007-000000)    (73)特許権者 000000000 

(22)出願日    平成 19 年 11 月 6 日(2007.11.6)             甲島工業株式会社 
(65)公開番号   特開 2009-000000(P2009-000000A)              東京都江戸川区葛西○丁目○番○号 
(43)公開日     平成 21 年 5 月 28 日(2009.5.28)   (74)代理人   000000000 

審査請求日  平成○○年○月○日(200○.○.○)        弁理士 乙山 一郎 
             (72)発明者  甲島 太郎 

東京都江戸川区葛西○丁目○番○号 
審査官  ○○ ○○ 

                                                                  （略） 
 

(54)【発明の名称】 流し台のシンク 

 
(57)【特許請求の範囲】 

【請求項１】 前後の壁面の、上部に上側段部が、深さ方向の中程に中側段部が形成されて、

前記上側段部および前記中側段部のいずれにも同一のプレートを、掛け渡すようにして載

置できるように、前記上側段部の前後の間隔と前記中側段部の前後の間隔とがほぼ同一に

形成されてなり、かつ、前記後の壁面である後方側の壁面は、前記上側段部と前記中側段

部との間が、下方に向かうにつれて、奥方に向かって延びる傾斜面となっていることを特

徴とする流し台のシンク。 

【請求項２】 前記中側段部は、その中側段部に載置される前記プレートが左右にスライド

可能となるよう、前記前後の壁面の左右方向のほぼ全域にわたって形成されてなることを

特徴とする請求項１に記載の流し台のシンク。 

【発明の詳細な説明】 
【０００１】 

【発明の属する技術分野】この発明は、プレートを載置することができる、流し台のシン

クに関するものである。 

【０００２】 

【従来の技術】従来の流し台のシンクは、例えば、特開平８－６８０○○号に示されるも

のがあった。この流し台２１のシンク２２は、図７に示すように、前後の壁面の、上縁に

上側段部２３、２３が形成され、また、深さ方向の中程に中側段部２４、２４が形成され

ていた。そして、上側段部２３、２３には、第１の調理プレート２５が、また、中側段部

２４、２４には、第２の調理プレート２６が掛け渡されるようにして載置された。 

【０００３】 

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記従来の流し台２１のシンク２２にあって

は、上側段部２３、２３の前後の間隔と、中側段部２４、２４の前後の間隔とは、異なっ

ていた。ここで、第１の調理プレート２５および第２の調理プレート２６は、それらの前

後の寸法が、それぞれ前記段部２３、２４の前後の間隔に合わせるようにして形成される

ものであり、よって、それら第１の調理プレート２５の前後の寸法と、第２の調理プレー

ト２６の前後の寸法とは、異なっていた。したがって、第１の調理プレート２５は、上側

段部２３、２３にのみ載置でき、中側段部２４、２４には載置できず、また同様に、第２

の調理プレート２６は、中側段部２４、２４にのみ載置でき、上側段部２３、２３には載

(51) Int.Cl.             F1            
       （略）          （略） 
                                                            
                                                            請求項の数 2（全 8 頁） 

甲第２号証 

(19)日本国特許庁（ＪＰ）    (12)特 許 公 報（Ｂ２）       (11)特許番号 

特許第○○○○○○○号 

（P○○○○○○○) 

(45)発行日 平成 23 年○月○日(2011.○.○)       (24)登録日 平成 23 年 3 月 18 日(2011.3.18) 
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(2) 

置できなかった。その結果、上側段部用と中側段部用との、両方の専用の調理プレートを

用意する必要があった。 

【０００４】この発明は、上記した従来の欠点を解決するためになされたものであり、そ

の目的とするところは、上側段部と中側段部とのそれぞれに、上側あるいは中側専用の調

理プレート等のプレートを用意する必要のない、流し台のシンクを提供することにある。 

【０００５】 

【課題を解決するための手段】この発明に係る流し台のシンクは、前記目的を達成するた

めに、次の構成からなる。すなわち、請求項１に記載の発明は、前後の壁面の、上部に上

側段部が、深さ方向の中程に中側段部が形成されている。そして、前記上側段部および前

記中側段部のいずれにも同一のプレートを、掛け渡すようにして載置できるように、前記

上側段部の前後の間隔と前記中側段部の前後の間隔とがほぼ同一に形成されてなり、かつ、

前記後の壁面である後方側の壁面は、前記上側段部と前記中側段部との間が、下方に向か

うにつれて、奥方に向かって延びる傾斜面となっている。こうして、後の壁面である後方

側の壁面は、上側段部と中側段部との間が、下方に向かうにつれて奥方に向かってのびる

傾斜面でつながって、上側段部の前後の間隔と中側段部の前後の間隔とがほぼ同一に形成

されており、それら上側段部と中側段部とに、選択的に同一のプレートを掛け渡すように

して載置することができる。 

【０００６】また、請求項２に記載の発明のように、前記中側段部は、その中側段部に載

置される前記プレートが左右にスライド可能となるよう、前記前後の壁面の左右方向のほ

ぼ全域にわたって形成されるのが望ましい。こうして、前後の壁面の左右方向のほぼ全域

にわたる中側段部により、プレートは、その中側段部上を、シンクのほぼ全域にわたって

スライド可能となる。 

【０００７】 

【発明の実施の形態】以下、この発明に係る流し台のシンクの、実施の形態を図面に基づ

いて説明する。 

【０００８】図１ないし図６は、本発明に係る流し台のシンクの一実施の形態を示す。シ

ンク８ｇを備えた流し台２は、右側および左側のキャビネット３、４、それらキャビネッ

ト３、４の間に位置し、コンロおよびオーブンからなる加熱機器５、キャビネット３、４

の上面を被うようにして載せられている天板６等から構成されている。天板６は、天板本

体７と、その右側のシンク部８と、後方側のバックガード９とからなり、その天板本体７

には、シンク部８の左方に隣接するように、加熱機器５の上部が臨むよう開口する加熱機

器配置部７ａが形成されている。そして、加熱機器５の上面と、天板本体７の上面とは、

ほぼ同一高さとなっている。ここで、後方とは、手前とは反対の方向、つまり、流し台２

の前に立った者からみて離れる方向をいう（以下同じ）。 

【０００９】シンク部８は、第１の段部８ａ、８ａ、第２の段部８ｂ、８ｂ、第１の凹部

８ｃ、第２の凹部８ｄおよび第３の凹部８ｅから構成されている。第１の段部８ａは、天

板本体７から若干下がるように形成されている。第２の段部８ｂは、第１の段部８ａの手

前側と後方側を帯状に残すようにして、その第１の段部８ａから、さらに若干下がるよう

に形成されている。第１の凹部８ｃ、第２の凹部８ｄおよび第３の凹部８ｅは、右から順

に並んで、第２の段部８ｂの手前側と後方側を帯状に残すようにして、深く窪むように形

成されている。ここで、第１の段部８ａの、第１の凹部８ｃの上方に位置する部分（以下、

上側段部８ｆという）と、第２の段部８ｂの、第１の凹部８ｃの上方に位置する部分と、

第１の凹部８ｃとで、シンク８ｇを形成している。したがって、この上側段部８ｆは、シ

ンク８ｇの前後の壁面８ｈ、８ｉの上部に形成されていることとなる。ところで、このシ

ンク８ｇは、図示実施の形態においては、シンク部８の３分の２弱を占め、水を使って調

理器具や食材を洗うためのスペースであり、また、第２の凹部８ｄは、後述のカッティン

グボード１０が収容されるスペースであり、また、第３の凹部８ｅは、後述の容器１１を

収納するスペースである。 

【００１０】シンク８ｇは、図４にて明示するように、その後方側の壁面８ｉが、シンク

８ｇの開口部８ｊよりも下部が奥方に延びるように形成されている。具体的には、後方側
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(3) 

の壁面８ｉは、第２の段部８ｂから下が、下方に向かうにつれて、奥方に向かって延びる

傾斜面となっている。シンク８ｇの手前側の壁面８ｈは、第２の段部８ｂから下が、鉛直

に下りる鉛直面となっている。そして、シンクの左右の壁面８ｋ、８ｍは、鉛直に下りる

鉛直面となっている。さらに、シンクの前後の壁面８ｈ、８ｉの、深さ方向の中程に、そ

の前後の壁面の左右方向のほぼ全域にわたって、中側段部８ｎ、８ｎが形成されている。

これら上側段部８ｆ、８ｆ（第１の段部８ａ、８ａ）と中側段部８ｎ、８ｎとは、そのい

ずれにも同一の調理プレート等のプレートを、掛け渡すようにして載置できるように、上

側段部８ｆ、８ｆ（第１の段部８ａ、８ａ）の前後の間隔と中側段部８ｎ、８ｎの前後の

間隔とが、ほぼ同一に形成されている。こうして、シンクの後方側の壁面８ｉの傾斜面は、

中側段部８ｎにより、上部傾斜面８ｐと下部傾斜面８ｑとに分断されている。同様にして、

シンク８ｇの手前側の壁面８ｈの鉛直面は、中側段部８ｎによって、上部鉛直面８ｒと下

部鉛直面８ｓとに分断されている。また、シンク８ｇの底面８ｔには、第１の排水口８ｕ

が設けられている。 

【００１１】第２の凹部８ｄには、図５にて明示するように、その上部全周に、第２の段

部８ｂから若干下がった段部８ｖが形成されている。また、この第２の凹部８ｄの底面８

ｗには、第２の排水口８ｘが設けられている。この第２の凹部８ｄには、段部８ｖに嵌ま

るように、小型のまな板となるカッティングボード１０が収容される。そして、このカッ

ティングボード１０の中央には、貫通する丸孔１０ａが穿設されており、その丸孔１０ａ

には、生ゴミを入れることのできる円筒状のダストボックス１０ｂが嵌め込まれている。

さらに、丸孔１０ａに嵌まるように、円盤状の蓋１０ｃが設けられており、ダストボック

ス１０ｂの上面を被うことができるようになっている。また、カッティングボード１０に

は、丸孔１０ａの後方に、左右に延びるスリット状の貫通する孔１０ｄが穿設されている。

この孔１０ｄは、包丁（図示せず）の刃部のみを差し込むことのできる包丁差し部となっ

ている。こうして、包丁の刃部は、第２の凹部８ｄ内に収納され、包丁の柄部は、カッテ

ィングボード１０の上面の、孔１０ｄの周囲部分に支えられて、そのカッティングボード

１０の上方に突出することとなる。 

【００１２】第３の凹部８ｅには、図６にて明示するように、その上部の前後に、第２の

段部８ｂから若干下がった段部８ｙ、８ｙが形成されている。また、この第３の凹部８ｅ

の底面８ｚには、第３の排水口Ｐ１が設けられている。この第３の凹部８ｅは、天板６の、

シンク８ｇ（および第２の凹部８ｄ）と、加熱機器配置部７ａとの間に備わる凹部となり、

また、この第３の凹部８ｅには、受け部材１２を介して、食材を入れる容器１１、１１が

取り外し可能に納められる。受け部材１２は、矩形形状の板材の内側に、例えば、前後左

右に二つずつ計四つの矩形の孔１２ａ、１２ａが形成された、枠形形状をしている。そし

て、この受け部材１２は、前後の段部８ｙ、８ｙに掛け渡すようにして載置される。容器

１１、１１は、それぞれ、受け部材１２の孔１２ａ、１２ａにちょうど嵌まるように、直

方体形状をして、さらに、上方から食材が入れられるように、上方が開口した箱形形状を

している。そして、各々の容器１１の上部には、全周につば部１１ａが形成されており、

これら容器１１、１１を受け部材１２の孔１２ａ、１２ａに嵌めたとき、つば部１１ａ、

１１ａが、受け部材１２の枠に支えられるようになっている。さらに、各々の容器１１に

は、開口する上方を被うための蓋１１ｂが備えられている。また、こうして複数の容器１

１、１１が、受け部材１２を介して、第３の凹部８ｅに納められたとき、容器１１、１１

の下面１１ｃ、１１ｃが第３の凹部８ｅの底面８ｚに当接しないように、第３の凹部８ｅ

の深さ寸法は設定されており、その結果、第３の凹部８ｅの底面８ｚと容器１１、１１の

下面１１ｃ、１１ｃとの間に間隙が備わるようになっている。 

【００１３】天板６の第１の段部８ａ、８ａには、調理プレート１３が、掛け渡されるよ

うにして載置され、その調理プレート１３は、上側段部８ｆ、８ｆを含む第１の段部８ａ、

８ａ上を、シンク部８の左右の端から端までスライド可能となっている。こうして、第１

の段部８ａ、８ａは、調理プレート１３が第３の凹部８ｅ上とシンク８ｇ上との間をスラ

イド可能となるよう、その調理プレート１３を案内する案内部となっており、特に、調理

プレート１３を、第１の段部８ａ、８ａの左端までスライドさせたときには、その調理プ
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(4) 

レート１３が、第３の凹部８ｅ全体を被うようになっている。さらに、第１の段部８ａ、

８ａに載置された調理プレート１３は、その上面が天板本体７の上面とほぼ面一となって

おり、また、調理プレート１３の上面には、右側に、前後のほぼ全域にわたって延びるよ

うに棒状の把手１３ａが取り付けられている。また、この天板６の第２の段部８ｂ、８ｂ

には、大型のまな板１４が、掛け渡されるようにして載置され、そのまな板１４は、第２

の段部８ｂ、８ｂ上を、シンク部８の左右の端から端までスライド可能となっている。さ

らに、シンク８ｇの中側段部８ｎ、８ｎには、表面に多数の貫通する孔１５ａ、１５ａが

穿設された水切りプレート１５が、掛け渡されるようにして載置され、その水切りプレー

ト１５は、中側段部８ｎ、８ｎ上を、シンク８ｇの左右の端から端までスライド可能とな

っている。 

【００１４】また、シンク８ｇ、第２の凹部８ｄおよび第３の凹部８ｅの、それぞれの第

１、第２および第３の排水口８ｕ、８ｘ、Ｐ１には、栓（図示せず）を嵌め込むことがで

きるようになっており、こうすることで、それらシンク８ｇ、第２の凹部８ｄおよび第３

の凹部８ｅには、個別に水を溜めることができる。 

【００１５】バックガード９は、天板本体７の、シンク８ｇおよび加熱機器配置部７ａか

ら隔たった後方から起立しているとともに、その天板本体７の長手方向である左右の横方

向全体に延びており、また、その高さは、約２３０ｍｍに達している。このバックガード

９は、前面部分９ａの下端から上端に至る全体が、さらにはバックガード９全体が、ステ

ンレス鋼板等の材料をプレス加工することにより、一体に形成されている。さらに、この

バックガード９は、天板本体７とも、プレス加工による一体成形あるいは、両者を溶接す

ることにより、一体に形成されている。 

【００１６】このバックガード９の前面は、下端から上端に至るほぼ全体が、上方に向か

うにつれて手前側に向かって延びる、水平面からの傾斜角約６０度の傾斜面９ｂとなって

いる（図４参照）。そして、この傾斜面９ｂによって、バックガード９の上部に、手前側に

向かって突出する突出部９ｃが、形成されている。そして、この突出部９ｃの下方の天板

本体７上は、洗剤等の小物を置くことができる第１の収容部７ｂとなっている。また、シ

ンク８ｇとバックガード９との間の天板本体７上には、シャワー水栓１６が、上方に突出

するように取り付けられている。そして、このシャワー水栓１６と干渉しないように、突

出部９ｃには、湾曲するように切欠き部９ｄが形成されている（図１参照）。また、バック

ガード９の突出部９ｃの上面部分９ｅには、切欠き部９ｄを挟む両側に、そのほぼ全面に

わたって、上面から若干下がった窪み９ｆ、９ｆが形成されている。そして、それら窪み

９ｆ、９ｆには、表面に多数の貫通する孔９ｇ、９ｇが穿設された、調味料やコップ等の

小物を置くことができる水切り板９ｈ、９ｈが嵌め込まれている。こうして、窪み９ｆ、

９ｆおよび水切り板９ｈ、９ｈは、突出部９ｃの上面部分９ｅに位置して、小物を置くこ

とができる第２の収容部９ｉ、９ｉとなっている。また、これら第２の収容部９ｉ、９ｉ

の窪み９ｆ、９ｆには、排水手段としての第４の排水口９ｊ、９ｊが設けられている。も

っとも、前記切欠き部９ｄの右側に位置する小さい方の窪み９ｆの深さを深くして、その

窪み９ｆ内に洗剤等のボトルを入れ込むことができるようにしてもよい。 

【００１７】また、右側のキャビネット３には、天板６のシンク部８の下方の大部分を占

めるように、四つの大型の引き出し３ａ、３ａが、縦横に並んでいる。同様にして、左側

のキャビネット４にも、三つの引き出し４ｂ、４ｂが縦に並んでいる。 

【００１８】次に、以上の構成からなる流し台の作用効果について説明する。まず、シン

ク８ｇによっては、そのシンク８ｇは、後方側の壁面８ｉが、開口部８ｊよりも下部が奥

方に延びるように形成されおり、シンク８ｇの内部空間は、その開口部８ｊから奥方に広

がっている。したがって、開口部８ｊを広げることなく、内部空間を広くすることができ、

この内部空間が広くなったシンク８ｇで、大きな調理器具や食材を洗う等することが楽に

できる。また、シンク８ｇの内部空間は、後方側に広がっているので、その内部空間を、

開口部８ｊを通して、シンク８ｇで調理器具や食材を洗う等の作業をする者は、容易に見

ることができる。したがって、作業をする者は、シンク８ｇでの調理器具や食材を洗う等

の作業を支障なく行うことができる。また、後方側の壁面８ｉは、下方に向かうにつれて、 50 
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(5) 

奥方に向かって延びる傾斜面（上部傾斜面８ｐおよび下部傾斜面８ｑ）となっていており、

その壁面８ｉは、徐々に奥方に向かうので、その壁面８ｉの清掃を容易に行うことができ

る。 

【００１９】 

【発明の効果】以上、詳述したところから明らかなように、この発明に係る流し台のシン

クによれば、次の効果がある。 

【００２０】請求項１に記載された流し台のシンクによれば、上側段部と中側段部とに、

選択的に同一のプレートを掛け渡すようにして載置することができるので、それら上側段

部と中側段部とのそれぞれに、上側あるいは中側専用のプレートを用意する必要がない。

また、後の壁面である後方側の壁面につき、上側段部と中側段部との間を、下方に向かう

につれて奥方に向かってのびる傾斜面でつなぐことにより、上側段部の前後の間隔と中側

段部の前後の間隔とを容易にほぼ同一にすることができる。 

【００２１】また、請求項２に記載された流し台のシンクによれば、プレートを、中側段

部上で、シンクのほぼ全域にわたってスライドさせることができ、そのプレートを、中側

段部上の任意の位置で使用することができる。 

【００２２】 

【図面の簡単な説明】 

【図１】この発明に係る流し台のシンクの一実施の形態の、斜視図である。 

【図２】同じく、分解斜視図である。 

【図３】同じく、備品およびシャワー水栓を取り除いた、平面図である。 

【図４】図３における、Ａ－Ａ線による、細部を省略した拡大断面図である。 

【図５】図３における、Ｂ－Ｂ線による、細部を省略した拡大断面図である。 

【図６】図３における、Ｃ－Ｃ線による、細部を省略した拡大断面図である。 

【図７】従来の流し台のシンクを示す斜視図である。 

【００２３】 

【符号の説明】 

８ｇ  シンク                        ８ｈ  手前側の壁面（壁面） 

８ｉ  後方側の壁面（壁面）          ８ｆ  上側段部 

８ｎ  中側段部                      １３  調理プレート（プレート） 

１５  水切りプレート（プレート）    ８ｐ  上部傾斜面（傾斜面） 
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(6) 

 

【図１】 

【図３】 
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【図２】 
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【図４】 【図５】 

【図６】 【図７】 
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（別紙２） 

1 
 

訴   状 
平成２９年３月３１日 

東京地方裁判所 民事部 御中 

 

原告訴訟代理人 弁護士 甲 野 一 郎 ㊞ 

同  弁理士 乙 山 一 郎 ㊞ 

〒○○○－○○○○ 

東京都江戸川区葛西○丁目○番○号 

原       告    甲島工業株式会社 

同代表者代表取締役    甲 島 太 郎 

〒○○○－○○○○ 

東京都千代田区霞が関○丁目○番○号 

甲野法律事務所（送達場所） 

電 話 ０３（○○○○）○○○○ 

ＦＡＸ ０３（○○○○）○○○○ 

原告訴訟代理人 弁護士   甲 野 一 郎 

〒○○○－○○○○ 

東京都千代田区霞が関○丁目○番○号 

乙山特許事務所 

電 話 ０３（○○○○）○○○○ 

ＦＡＸ ０３（○○○○）○○○○ 

原告訴訟代理人 弁理士   乙 山 一 郎 

〒○○○－○○○○ 

東京都八王子市旭町○丁目○番地 

被       告    株式会社丙川産業 

同代表者代表取締役    丙 川 次 郎 
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特許権侵害差止等請求事件 

訴訟物の価額 金 ○○○○万円 

貼用印紙額  金 ○○○○円 

 

請 求 の 趣 旨 

 

１ 被告は、別紙被告物件目録記載の物件を製造し、販売し、輸出し、販売のため

に展示してはならない。 

２ 被告は、前項の物件を廃棄せよ。 

３ 訴訟費用は被告の負担とする。 

との判決並びに仮執行宣言を求める。 

 

請 求 の 原 因 
 

第１ 当事者 

１ 原告は、システムキッチンの製造、販売等を目的とする株式会社である。 

２ 被告は、オーダーキッチン及びステンレス製品の製造、販売等を目的とす

る株式会社である。 

 

第２ 原告の特許権 

原告は、次の特許権（以下「本件特許権」といい、その請求項１記載の発明

を「本件特許発明」という。）を有する（甲１及び甲２）。 

特許番号  特許第○○○○○○○号 

発明の名称 流し台のシンク 

出願日   平成１９年１１月６日（特願２００７－００００００） 

公開日   平成２１年５月２８日（特開２００９－００００００） 
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登録日   平成２３年３月１８日 

 

第３ 本件特許発明 

１ 特許請求の範囲 

本件特許権の特許請求の範囲の請求項１の記載は、以下のとおりである。 

【請求項１】 

「前後の壁面の、上部に上側段部が、深さ方向の中程に中側段部が形成され

て、前記上側段部および前記中側段部のいずれにも同一のプレートを、掛け

渡すようにして載置できるように、前記上側段部の前後の間隔と前記中側段

部の前後の間隔とがほぼ同一に形成されてなり、かつ、前記後の壁面である

後方側の壁面は、前記上側段部と前記中側段部との間が、下方に向かうにつ

れて、奥方に向かって延びる傾斜面となっていることを特徴とする流し台の

シンク。」 

 

２ 構成要件への分説 

本件特許発明を構成要件に分説すると、以下のとおりである。 

Ａ 前後の壁面の、上部に上側段部が、深さ方向の中程に中側段部が形成さ

れて、 

Ｂ 前記上側段部および前記中側段部のいずれにも同一のプレートを、掛け

渡すようにして載置できるように、前記上側段部の前後の間隔と前記中側

段部の前後の間隔とがほぼ同一に形成されてなり、かつ、 

Ｃ 前記後の壁面である後方側の壁面は、前記上側段部と前記中側段部との間

が、下方に向かうにつれて、奥方に向かって延びる傾斜面となっている 

Ｄ ことを特徴とする流し台のシンク。 

 

３ 本件特許発明 
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本件特許発明は、本件特許公報（甲２）の明細書中の発明の詳細な説明及び

図面の記載によれば、以下のとおりである。 

（１）〔発明の属する技術分野〕 

この発明は、プレートを載置することができる、流し台のシンクに関するも

のである（甲２、段落【０００１】）。 

（２）〔発明が解決しようとする課題〕 

…従来の流し台２１のシンク２２にあっては、上側段部２３、２３の前後

の間隔と、中側段部２４、２４の前後の間隔とは、異なっていた。ここで、

第１の調理プレート２５および第２の調理プレート２６は、それらの前後の

寸法が、それぞれ前記段部２３、２４の前後の間隔に合わせるようにして形

成されるものであり、よって、それら第１の調理プレート２５の前後の寸法

と、第２の調理プレート２６の前後の寸法とは、異なっていた。したがって、

第１の調理プレート２５は、上側段部２３、２３にのみ載置でき、中側段部

２４、２４には載置できず、また同様に、第２の調理プレート２６は、中側

段部２４、２４にのみ載置でき、上側段部２３、２３には載置できなかった。

その結果、上側段部用と中側段部用との、両方の専用の調理プレートを用意

する必要があった（甲２、段落【０００３】）。 

この発明は、上記した従来の欠点を解決するためになされたものであり、

その目的とするところは、上側段部と中側段部とのそれぞれに、上側あるい

は中側専用の調理プレート等のプレートを用意する必要のない、流し台のシ

ンクを提供することにある（甲２、段落【０００４】）。 

（３）〔発明の効果〕 

請求項１に記載された流し台のシンクによれば、上側段部と中側段部と

に、選択的に同一のプレートを掛け渡すようにして載置することができる

ので、それら上側段部と中側段部とのそれぞれに、上側あるいは中側専用

のプレートを用意する必要がない。また、後の壁面である後方側の壁面に
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つき、上側段部と中側段部との間を、下方に向かうにつれて奥方に向かっ

てのびる傾斜面でつなぐことにより、上側段部の前後の間隔と中側段部の

前後の間隔とを容易にほぼ同一にすることができる（甲２、段落【００２

０】）。 

 

第４ 被告の行為 

被告は、遅くとも平成２６年１０月１５日から、別紙被告物件目録記載の物件（

以下、「被告製品」という。）を業として製造し、販売し、輸出し、販売のために

展示している（甲３）。 

 

第５ 被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属すること 

１ 被告製品の構成 

被告製品は、別紙被告製品説明書に記載のとおり、以下の構成を有する。 

ａ 前後の壁面の、上部に上側段部が、深さ方向の中程に中側段部が形成さ

れている。 

ｂ 前記上側段部の前後の間隔と前記中側段部の前後の間隔とがほぼ同一に

形成されているため、前記上側段部および前記中側段部のいずれにも同一

のプレートを、掛け渡すようにして載置できる。 

ｃ 前記後の壁面である後方側の壁面は、前記上側段部と前記中側段部との

間に、下方に向かうにつれて奥方に向かって延びる傾斜面を有する。 

ｄ ことを特徴とする流し台のシンク。 

 

２ 本件特許発明と被告製品の対比（文言侵害） 

（１）構成要件Ａの充足性 

被告製品は、前後の壁面の、上部に上側段部が、深さ方向の中程に中側段

部が形成されているから、構成要件Ａを充足する。 
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（２）構成要件Ｂの充足性 

被告製品は、前記上側段部の前後の間隔と前記中側段部の前後の間隔とが

ほぼ同一に形成されているため、前記上側段部および前記中側段部のいずれ

にも同一のプレートを、掛け渡すようにして載置できるから、構成要件Ｂを

充足する。 

（３）構成要件Ｃの充足性 

被告製品の後方側の壁面は、上側段部と中側段部との間に、下方に向かう

につれて奥方に向かって延びる傾斜面を有するから、構成要件Ｃを充足する。 

（４）構成要件Ｄの充足性 

被告製品は、流し台のシンクであるから、構成要件Ｄを充足する。 

（５）作用効果の同一性 

被告製品は、上記ａ～ｄの特徴を備えることによって、上側段部と中側段

部とに選択的に同一のプレートを掛け渡すようにして載置することができる

ので、それら上側段部と中側段部とのそれぞれに、上側あるいは中側専用の

プレートを用意する必要がなく、また、後の壁面である後方側の壁面につき、

上側段部と中側段部との間を、下方に向かうにつれて奥方に向かってのびる

傾斜面でつなぐことにより、上側段部の前後の間隔と中側段部の前後の間隔

とを容易にほぼ同一にすることができるという効果が得られるから、その作

用効果も本件特許発明と同一である。 

（６）小括 

以上に述べたとおり、被告製品は、本件特許発明の構成要件Ａ～Ｄを充足

し、同一の作用効果を奏するものであるから、本件特許発明の技術的範囲に

属する。 

 

３ 予備的主張（均等侵害） 

（１）構成要件Ｃについて、仮に、前記上側段部と前記中側段部との間が、全て
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の範囲において「下方に向かうにつれて、奥方に向かって延びる傾斜面とな

っている」必要があり、被告製品のように垂直の壁面を含む構成は文言上含

まないと解釈した場合であっても、以下のとおり均等論の５要件（ボールス

プライン最高裁判決（最高裁平成１０年２月２４日第三小法廷判決））を充足

するから、均等侵害が成立する。 

（２）第１要件について 

  （省略） 

（３）第２要件について 

  （省略） 

（４）第３要件について 

  （省略） 

（５）第４要件について 

  （省略） 

（６）第５要件について 

  （省略） 

（７）小括 

   以上のとおりであるから、仮に被告製品が構成要件Ｃを文言上充足せず、

文言非充足であったとしても、均等侵害が成立する。 

 

第６ 結語 

●●●（省略）●●● 

 

以 上 
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証 拠 方 法 

 

原告証拠説明書（１）記載のとおり 

 

 

添 付 書 類 

 

１ 訴状副本                     １通 

２ 甲号証（甲１、甲２、甲３）写し         各１通 

３ 原告証拠説明書（１）              各１通 

４ 資格証明書                    ２通 

５ 訴訟委任状                    １通 

６ 特定侵害訴訟代理業務付記証書写し         １通 

７ 訴額計算書                    １通 
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（別紙） 

被告物件目録 

 

 製品名  流し台のシンク「ＡＢＣ」 
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（別紙） 

被告製品説明書 

１．被告製品の構成は、以下のとおりである。 

ａ 前後の壁面の、上部に上側段部が、深さ方向の中程に中側段部が形成されてい

る。 

ｂ 前記上側段部の前後の間隔と前記中側段部の前後の間隔とがほぼ同一に形

成されているため、前記上側段部および前記中側段部のいずれにも同一のプレ

ートを、掛け渡すようにして載置できる。 

ｃ 前記後の壁面である後方側の壁面は、前記上側段部と前記中側段部との間に、

下方に向かうにつれて奥方に向かって延びる傾斜面を有する。 

ｄ ことを特徴とする流し台のシンク。 

 

２．被告製品の断面図は、以下のとおりである。 

 

イａ イａ 
イｂ イｂ 

イｎ 
イｎ 

イｐ 

イａ…上側段部（第１の段部） 

イｂ…第２の段部 

イｎ…中側段部 

イｐ…傾斜面 
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（別紙３） 

被告代表者（丙川次郎）の言い分 
 

１．私は、株式会社丙川産業の代表者です。 
当社は、オーダーキッチン及びステンレス製品の製造、販売等を目的とする株

式会社です。 
本日は、ライバル会社である甲島工業株式会社から、特許権侵害差止を請求す

る訴状が届いた件で、相談に伺いました。 

 

２．当社が、流し台のシンク「ＡＢＣ」を平成２６年１０月１５日から、業として

製造し、販売し、輸出し、販売のために展示していることは、間違いありません。 

もっとも、当社が流し台のシンク「ＡＢＣ」を製造等する行為は、本件特許権

の文言侵害にも、均等侵害にも当たらないと考えています。なぜなら、「ＡＢＣ」

における、後方側の壁面の、上側段部と中側段部の間は、そのほとんどが垂直の

壁面のままであって、上側段部の下面のみが傾斜面となっているからです。他の

構成要件については、特に争うべき箇所は見当たりません。 

以下に、私の言い分をお伝えします。 

 
３．文言侵害の主張に対しては、特許法７０条１項及び２項に基づいて非充足を

主張できると思います。 
構成要件Ｃを自然に解釈すれば、上側段部と中側段部との間が、全体にわた

って「下方に向かうにつれて、奥方に向かって延びる傾斜面」を意味すると思

います。 
  確かに、原告が指摘する段落【０００３】【０００４】【００２０】におい

ては、本件特許発明が解決した課題、達成した作用効果として、後方側の壁面

において上側段部と中側段部との間を下方に向かうにつれて奥方に向かっての

びる傾斜面でつなぐことにより、上側段部の前後の間隔と中側段部の前後の間

隔とを容易にほぼ同一にすることができるため、上側段部と中側段部とのそれ

ぞれに、上側あるいは中側専用の調理プレート等のプレートを用意する必要の

ない流し台のシンクを提供できることが記載されています。 
しかし、発明の詳細な説明の段落【００１８】で、後方側の壁面８ｉが、開

口部８ｊよりも下部が奥方に延びるように形成され、傾斜面となって奥に拡が

りを持っていることの効果が謳われています。本件特許の権利範囲は、この効

果に関する明細書の記載により解釈されなければならないのではないでしょう

か。 
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さらに、この発明の詳細な説明の記載に加えて、本件特許の出願経過を見れ

ば、本件特許発明（＝補正後の現在の請求項１）の技術的意義、課題、作用効

果は、原告が主張するものではありません。特に、意見書における主張は、構

成要件Ｃの解釈に重要な影響を与えると思います。この点については、別紙５、

６及び７から、それぞれ引用して主張してください。 
 

４．均等侵害の主張に対しては、特に、第１要件について言えば、「上側段部の前

後の間隔と中側段部の前後の間隔とを容易にほぼ同一にすることができるため、

上側段部と中側段部とのそれぞれに、上側あるいは中側専用の調理プレート等の

プレートを用意する必要のない」という作用効果については、従来の流し台のシ

ンクも備えていましたから、それらとの比較において発明の貢献の程度が大きい

とは言えません。この点については、出願経過中で拒絶理由通知書（別紙６）に

おいて引用された引用文献１の図１が参考になると思われますので、以下に示し

ます。 
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         （引用文献１の【図１】） 

 
第５要件についても、出願経過での意見書における陳述と反する主張を本訴で

行うことは許されないことを、別紙５、６及び７から引用して主張してもらえれ

ばと思います。 
 

以 上 
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（別紙４） 

1 
 

平成２９年（ワ）第○○○○○号 特許権侵害差止等請求事件    副本直送済 

原 告  甲島工業株式会社 

被 告  株式会社丙川産業 

 

答 弁 書 
 

平成２９年５月１９日 

東京地方裁判所民事第２９部 御中 

 

〒○○○－○○○○      東京都千代田区霞が関○丁目○番○号 

戊原法律事務所（送達場所） 

               被告訴訟代理人 弁護士 戊 原 三 郎 印 

     電話  ０３－○○○○－○○○○ 

     ＦＡＸ ０３－○○○○－○○○○ 

 

〒○○○－○○○○      東京都港区虎ノ門○丁目○番○号  

丁田特許事務所 

               被告訴訟代理人 弁理士 丁 田 花 子 印 

     電話  ０３－○○○○－○○○○ 

     ＦＡＸ ０３－○○○○－○○○○ 

 

第１ 請求の趣旨に対する答弁 

空欄１ 

との判決を求める。 
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2 
 

 

第２ 請求の原因に対する認否 

１ 請求の原因第１項（当事者）は、認める。 

２ 請求の原因第２項（原告の特許権）は、認める。 

３ 請求の原因第３項（本件特許発明）については、本件明細書（甲２）の請求

項１及び発明の詳細な説明にそのような記載が存在することは認める。 

４ 請求の原因第４項（被告の行為）は、認める。 

５ 請求の原因第５項（被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属すること）に

ついて 

（１）１項（被告製品の構成）について 

構成ａ、ｂ及びｄについては、認める。 

構成ｃについては、否認する。具体的には、以下のとおり特定すべきである。 

空欄２ 

（２）２項（本件特許発明と被告製品の対比（文言侵害））について 

構成要件Ａ、Ｂ及びＤについては、認める。 

構成要件Ｃについては、否認する。 

被告製品が本件特許発明の作用効果を奏することは、否認する。第３．１

（２）において後述するとおり、本件特許発明の作用効果は、原告が主張す

るものにとどまらない。 

（３）３項（予備的主張（均等侵害））について 

 否認ないし争う。 

６ 請求の原因第６項（結語）は、争う。 
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第３ 構成要件Ｃの文言非充足 

１ 構成要件Ｃの解釈 

（１）願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づく解釈（特許法７０条１項） 

空欄３ 

 

（２）願書に添付した明細書及び図面の記載を考慮した解釈（特許法７０条２項） 

確かに、原告が指摘する段落【０００３】【０００４】【００２０】にお

いては、本件特許発明が解決した課題、達成した作用効果として、構成要件

Ｃに関連して、後方側の壁面において上側段部と中側段部との間を下方に向

かうにつれて奥方に向かってのびる傾斜面でつなぐことにより、上側段部の

前後の間隔と中側段部の前後の間隔とを容易にほぼ同一にすることができる

ため、上側段部と中側段部とのそれぞれに、上側あるいは中側専用の調理プ

レート等のプレートを用意する必要のない流し台のシンクを提供できること

が記載されている。 

しかし、この作用効果は、補正前の請求項１（現在の構成要件Ａ、Ｂ及び

Ｄ）に係る作用効果として記載されているにすぎず、補正前の請求項１は審

査官から新規性喪失を理由とする拒絶理由を通知されたため、本件出願人は

構成要件Ｃを追加し限定する補正を行って特許査定を得たものである。した

がって、本件特許発明の技術的意義、課題、作用効果を示す記載とは認めら

れない。 

そこで本件明細書を参照し、本件特許発明の作用効果に即して構成要件Ｃ

を解釈すれば、以下のように理解されるべきである。 
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空欄４ 

 

（３）本件特許の出願経過の参酌 

空欄５ 

 

（４）小括 

以上のような、発明の詳細な説明及び図面を考慮するとともに、本件特許

の出願経過に照らせば、構成要件Ｃの「下方に向かうにつれて、奥方に向か

って延びる傾斜面」とは、上記（２）及び（３）の効果を有する構成として

解釈されるべきである。具体的には、…（省略）…。 

 

２ 被告製品との対比 

空欄６ 
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 以上のとおりであるから、被告製品は、「前記後の壁面である後方側の壁面は、

前記上側段部と前記中側段部との間が、下方に向かうにつれて、奥方に向かって

延びる傾斜面となっている」（構成要件Ｃ）という構成を充足しない。 

 

 

第４ 構成要件Ｃの均等非充足 

１ 均等論の第１要件 

均等論の第１要件は、「対象製品等との相違部分が特許発明の本質的部分では

ないこと（非本質的部分）」という内容である（ボールスプライン事件最高裁判決

（最高裁平成 10 年 2 月 24 日第三小法廷判決））。 

特許発明の本質的部分については、以下のように考えられる。 

空欄７ 

 これを本件に当てはめると以下のとおりとなる。 

空欄８ 

よって、本件においては、本件特許発明と被告製品とは本質的部分において相違

することから、均等論の第１要件を満たさない。 
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２ 均等論の第２要件 

均等論の第２要件は、「相違部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特

許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏すること（置換可能性、

作用効果の同一性）」という内容である。 

本件について見ると、…（省略）… 

 

３ 均等論の第３要件 

 均等論の第３要件は、「相違部分を対象製品等におけるものと置き換えること

が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到できたこと（置換容易性）」

という内容である。 

 本件について見ると、…（省略）… 

 

４ 均等論の第４要件 

 均等論の第４要件は、「対象製品等が、特許発明の出願時における公知技術

と同一、または公知技術から容易に推考できたものではないこと」という内容

である。 

 本件について見ると、…（省略）… 

 

５ 均等論の第５要件 

 均等論の第５要件は、「対象製品等が特許発明の出願手続において特許請求の

範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと」という

内容である。 

 ボールスプライン事件最高裁判決は、この要件が必要な理由として、「特許

出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の

側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか又は外形

的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれ
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と反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないからである」と判

示している。そうすると、第三者から見て、外形的に特許請求の範囲から除外され

たと解されるような行動をとった場合には、上記特段の事情があるものと解するの

が相当である。 

 このような規範に本件における事情を当てはめると、以下のとおりである。 

空欄９ 

 よって、本件においては、意識的除外等の特段の事情が認められることから、

均等論の第５要件を満たさない。 

 

６ 小括 

 以上のとおりであるから、本件において、均等侵害は成り立たない。 

 

以 上 

 

添 付 書 類 
 

（省 略） 
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(21)出願番号   特願2007-000000(P2007-000000)    (71)出願人 000000000 

(22)出願日    平成 19 年 11 月 6 日(2007.11.6)              甲島工業株式会社 
            東京都江戸川区葛西○丁目○番○号 

   (74)代理人  000000000 

       弁理士 乙山 一郎 
             (72)発明者 甲島 太郎 

東京都江戸川区葛西○丁目○番○号 
 

                                                                  （略） 
 

(54)【発明の名称】 流し台のシンク 

 
 
 

(57)【要約】 
【課題】 上側段部と中側段部とのそれぞれ

に、上側あるいは中側専用の調理プレート

等のプレートを用意する必要のない、流し

台のシンクを提供する。 
【解決手段】 シンク８ｇの前後の壁面８ｈ、

８ｉの、上部に上側段部８ｆ、８ｆが、深

さ方向の中程に中側段部８ｎ、８ｎが形成

されている。これら上側段部８ｆ、８ｆお

よび中側段部８ｎ、８ｎは、そのいずれに

も同一の調理プレート等のプレート１３

（１５）を、掛け渡すようにして載置でき

るように、前後の間隔がほぼ同一に形成さ

れている。こうして、これら上側段部８ｆ、

８ｆと中側段部８ｎ、８ｎとに、選択的に

同一のプレート１３（１５）を載置するこ

とができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(51) Int.Cl.             F1            
       （略）          （略） 
                                                            
                                         審査請求 有  請求項の数 3 FD （全 9 頁） 

乙第１号証 

(19)日本国特許庁（ＪＰ）   (12)公 開 特 許 公 報（Ａ） (11)特許出願公開番号 

特開 2009-000000  

（P2009-000000A) 

   (43)公開日 平成 21 年 5 月 28 日(2009.5.28) 

（別紙５） 
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(2) 

【特許請求の範囲】 

【請求項１】 前後の壁面の、上部に上側段部が、深さ方向の中程に中側段部が形成されて、

前記上側段部および前記中側段部のいずれにも同一の調理プレート等のプレートを、掛け

渡すようにして載置できるように、前記上側段部の前後の間隔と前記中側段部の前後の間

隔とがほぼ同一に形成されてなることを特徴とする流し台のシンク。 

【請求項２】 前記前後の壁面の少なくとも一方の壁面は、前記上側段部と前記中側段部と

の間が、下方に向かうにつれて、奥方に向かって延びる傾斜面となっていることを特徴と

する請求項１に記載の流し台のシンク。 

【請求項３】前記中側段部は、その中側段部に載置される前記プレートが左右にスライド

可能となるよう、前記前後の壁面の左右方向のほぼ全域にわたって形成されてなることを

特徴とする請求項１または２に記載の流し台のシンク。 

【発明の詳細な説明】 
【０００１】 

【発明の属する技術分野】この発明は、プレートを載置することができる、流し台のシン

クに関するものである。 

【０００２】 

【従来の技術】従来の流し台のシンクは、例えば、特開平８－６８０○○号に示されるも

のがあった。この流し台２１のシンク２２は、図７に示すように、前後の壁面の、上縁に

上側段部２３、２３が形成され、また、深さ方向の中程に中側段部２４、２４が形成され

ていた。そして、上側段部２３、２３には、第１の調理プレート２５が、また、中側段部

２４、２４には、第２の調理プレート２６が掛け渡されるようにして載置された。 

【０００３】 

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記従来の流し台２１のシンク２２にあって

は、上側段部２３、２３の前後の間隔と、中側段部２４、２４の前後の間隔とは、異なっ

ていた。ここで、第１の調理プレート２５および第２の調理プレート２６は、それらの前

後の寸法が、それぞれ前記段部２３、２４の前後の間隔に合わせるようにして形成される

ものであり、よって、それら第１の調理プレート２５の前後の寸法と、第２の調理プレー

ト２６の前後の寸法とは、異なっていた。したがって、第１の調理プレート２５は、上側

段部２３、２３にのみ載置でき、中側段部２４、２４には載置できず、また同様に、第２

の調理プレート２６は、中側段部２４、２４にのみ載置でき、上側段部２３、２３には載

置できなかった。その結果、上側段部用と中側段部用との、両方の専用の調理プレートを

用意する必要があった。 

【０００４】この発明は、上記した従来の欠点を解決するためになされたものであり、そ

の目的とするところは、上側段部と中側段部とのそれぞれに、上側あるいは中側専用の調

理プレート等のプレートを用意する必要のない、流し台のシンクを提供することにある。

【０００５】 

【課題を解決するための手段】この発明に係る流し台のシンクは、前記目的を達成するた

めに、次の構成からなる。すなわち、請求項１に記載の発明は、前後の壁面の、上部に上

側段部が、深さ方向の中程に中側段部が形成されている。そして、前記上側段部および前

記中側段部のいずれにも同一の調理プレート等のプレートを、掛け渡すようにして載置で

きるように、前記上側段部の前後の間隔と前記中側段部の前後の間隔とがほぼ同一に形成

されてなる。こうして、上側段部および中側段部の、それぞれの前後の間隔が、ほぼ同一

に形成されており、それら上側段部と中側段部とに、選択的に同一のプレートを掛け渡す

ようにして載置することができる。 

【０００６】また、請求項２に記載の発明のように、前記前後の壁面の少なくとも一方の

壁面は、前記上側段部と前記中側段部との間が、下方に向かうにつれて、奥方に向かって

延びる傾斜面となっていてもよい。こうして、上側段部と中側段部との間が、下方に向か

うにつれて奥方に向かってのびる傾斜面でつながり、上側段部の前後の間隔と中側段部の

前後の間隔とがほぼ同一となる。 

【０００７】また、請求項３に記載の発明のように、前記中側段部は、その中側段部に載
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置される前記プレートが左右にスライド可能となるよう、前記前後の壁面の左右方向のほ

ぼ全域にわたって形成されるのが望ましい。こうして、前後の壁面の左右方向のほぼ全域

にわたる中側段部により、プレートは、その中側段部上を、シンクのほぼ全域にわたって

スライド可能となる。 

【０００８】 

【発明の実施の形態】以下、この発明に係る流し台のシンクの、実施の形態を図面に基づ

いて説明する。 

【０００９】図１ないし図６は、本発明に係る流し台のシンクの一実施の形態を示す。シ

ンク８ｇを備えた流し台２は、右側および左側のキャビネット３、４、それらキャビネッ

ト３、４の間に位置し、コンロおよびオーブンからなる加熱機器５、キャビネット３、４

の上面を被うようにして載せられている天板６等から構成されている。天板６は、天板本

体７と、その右側のシンク部８と、後方側のバックガード９とからなり、その天板本体７

には、シンク部８の左方に隣接するように、加熱機器５の上部が臨むよう開口する加熱機

器配置部７ａが形成されている。そして、加熱機器５の上面と、天板本体７の上面とは、

ほぼ同一高さとなっている。ここで、後方とは、手前とは反対の方向、つまり、流し台２

の前に立った者からみて離れる方向をいう（以下同じ）。 

【００１０】シンク部８は、第１の段部８ａ、８ａ、第２の段部８ｂ、８ｂ、第１の凹部

８ｃ、第２の凹部８ｄおよび第３の凹部８ｅから構成されている。第１の段部８ａは、天

板本体７から若干下がるように形成されている。第２の段部８ｂは、第１の段部８ａの手

前側と後方側を帯状に残すようにして、その第１の段部８ａから、さらに若干下がるよう

に形成されている。第１の凹部８ｃ、第２の凹部８ｄおよび第３の凹部８ｅは、右から順

に並んで、第２の段部８ｂの手前側と後方側を帯状に残すようにして、深く窪むように形

成されている。ここで、第１の段部８ａの、第１の凹部８ｃの上方に位置する部分（以下、

上側段部８ｆという）と、第２の段部８ｂの、第１の凹部８ｃの上方に位置する部分と、

第１の凹部８ｃとで、シンク８ｇを形成している。したがって、この上側段部８ｆは、シ

ンク８ｇの前後の壁面８ｈ、８ｉの上部に形成されていることとなる。ところで、このシ

ンク８ｇは、図示実施の形態においては、シンク部８の３分の２弱を占め、水を使って調

理器具や食材を洗うためのスペースであり、また、第２の凹部８ｄは、後述のカッティン

グボード１０が収容されるスペースであり、また、第３の凹部８ｅは、後述の容器１１を

収納するスペースである。 

【００１１】シンク８ｇは、図４にて明示するように、その後方側の壁面８ｉが、シンク

８ｇの開口部８ｊよりも下部が奥方に延びるように形成されている。具体的には、後方側

の壁面８ｉは、第２の段部８ｂから下が、下方に向かうにつれて、奥方に向かって延びる

傾斜面となっている。シンク８ｇの手前側の壁面８ｈは、第２の段部８ｂから下が、鉛直

に下りる鉛直面となっている。そして、シンクの左右の壁面８ｋ、８ｍは、鉛直に下りる

鉛直面となっている。さらに、シンクの前後の壁面８ｈ、８ｉの、深さ方向の中程に、そ

の前後の壁面の左右方向のほぼ全域にわたって、中側段部８ｎ、８ｎが形成されている。

これら上側段部８ｆ、８ｆ（第１の段部８ａ、８ａ）と中側段部８ｎ、８ｎとは、そのい

ずれにも同一の調理プレート等のプレートを、掛け渡すようにして載置できるように、上

側段部８ｆ、８ｆ（第１の段部８ａ、８ａ）の前後の間隔と中側段部８ｎ、８ｎの前後の

間隔とが、ほぼ同一に形成されている。こうして、シンクの後方側の壁面８ｉの傾斜面は、

中側段部８ｎにより、上部傾斜面８ｐと下部傾斜面８ｑとに分断されている。同様にして、

シンク８ｇの手前側の壁面８ｈの鉛直面は、中側段部８ｎによって、上部鉛直面８ｒと下

部鉛直面８ｓとに分断されている。また、シンク８ｇの底面８ｔには、第１の排水口８ｕ

が設けられている。 

【００１２】第２の凹部８ｄには、図５にて明示するように、その上部全周に、第２の段

部８ｂから若干下がった段部８ｖが形成されている。また、この第２の凹部８ｄの底面８

ｗには、第２の排水口８ｘが設けられている。この第２の凹部８ｄには、段部８ｖに嵌ま

るように、小型のまな板となるカッティングボード１０が収容される。そして、このカッ

ティングボード１０の中央には、貫通する丸孔１０ａが穿設されており、その丸孔１０ａ
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には、生ゴミを入れることのできる円筒状のダストボックス１０ｂが嵌め込まれている。

さらに、丸孔１０ａに嵌まるように、円盤状の蓋１０ｃが設けられており、ダストボック

ス１０ｂの上面を被うことができるようになっている。また、カッティングボード１０に

は、丸孔１０ａの後方に、左右に延びるスリット状の貫通する孔１０ｄが穿設されている。

この孔１０ｄは、包丁（図示せず）の刃部のみを差し込むことのできる包丁差し部となっ

ている。こうして、包丁の刃部は、第２の凹部８ｄ内に収納され、包丁の柄部は、カッテ

ィングボード１０の上面の、孔１０ｄの周囲部分に支えられて、そのカッティングボード

１０の上方に突出することとなる。 

【００１３】第３の凹部８ｅには、図６にて明示するように、その上部の前後に、第２の

段部８ｂから若干下がった段部８ｙ、８ｙが形成されている。また、この第３の凹部８ｅ

の底面８ｚには、第３の排水口Ｐ１が設けられている。この第３の凹部８ｅは、天板６の、

シンク８ｇ（および第２の凹部８ｄ）と、加熱機器配置部７ａとの間に備わる凹部となり、

また、この第３の凹部８ｅには、受け部材１２を介して、食材を入れる容器１１、１１が

取り外し可能に納められる。受け部材１２は、矩形形状の板材の内側に、例えば、前後左

右に二つずつ計四つの矩形の孔１２ａ、１２ａが形成された、枠形形状をしている。そし

て、この受け部材１２は、前後の段部８ｙ、８ｙに掛け渡すようにして載置される。容器

１１、１１は、それぞれ、受け部材１２の孔１２ａ、１２ａにちょうど嵌まるように、直

方体形状をして、さらに、上方から食材が入れられるように、上方が開口した箱形形状を

している。そして、各々の容器１１の上部には、全周につば部１１ａが形成されており、

これら容器１１、１１を受け部材１２の孔１２ａ、１２ａに嵌めたとき、つば部１１ａ、

１１ａが、受け部材１２の枠に支えられるようになっている。さらに、各々の容器１１に

は、開口する上方を被うための蓋１１ｂが備えられている。また、こうして複数の容器１

１、１１が、受け部材１２を介して、第３の凹部８ｅに納められたとき、容器１１、１１

の下面１１ｃ、１１ｃが第３の凹部８ｅの底面８ｚに当接しないように、第３の凹部８ｅ

の深さ寸法は設定されており、その結果、第３の凹部８ｅの底面８ｚと容器１１、１１の

下面１１ｃ、１１ｃとの間に間隙が備わるようになっている。 

【００１４】天板６の第１の段部８ａ、８ａには、調理プレート１３が、掛け渡されるよ

うにして載置され、その調理プレート１３は、上側段部８ｆ、８ｆを含む第１の段部８ａ、

８ａ上を、シンク部８の左右の端から端までスライド可能となっている。こうして、第１

の段部８ａ、８ａは、調理プレート１３が第３の凹部８ｅ上とシンク８ｇ上との間をスラ

イド可能となるよう、その調理プレート１３を案内する案内部となっており、特に、調理

プレート１３を、第１の段部８ａ、８ａの左端までスライドさせたときには、その調理プ

レート１３が、第３の凹部８ｅ全体を被うようになっている。さらに、第１の段部８ａ、

８ａに載置された調理プレート１３は、その上面が天板本体７の上面とほぼ面一となって

おり、また、調理プレート１３の上面には、右側に、前後のほぼ全域にわたって延びるよ

うに棒状の把手１３ａが取り付けられている。また、この天板６の第２の段部８ｂ、８ｂ

には、大型のまな板１４が、掛け渡されるようにして載置され、そのまな板１４は、第２

の段部８ｂ、８ｂ上を、シンク部８の左右の端から端までスライド可能となっている。さ

らに、シンク８ｇの中側段部８ｎ、８ｎには、表面に多数の貫通する孔１５ａ、１５ａが

穿設された水切りプレート１５が、掛け渡されるようにして載置され、その水切りプレー

ト１５は、中側段部８ｎ、８ｎ上を、シンク８ｇの左右の端から端までスライド可能とな

っている。 

【００１５】また、シンク８ｇ、第２の凹部８ｄおよび第３の凹部８ｅの、それぞれの第

１、第２および第３の排水口８ｕ、８ｘ、Ｐ１には、栓（図示せず）を嵌め込むことがで

きるようになっており、こうすることで、それらシンク８ｇ、第２の凹部８ｄおよび第３

の凹部８ｅには、個別に水を溜めることができる。 

【００１６】バックガード９は、天板本体７の、シンク８ｇおよび加熱機器配置部７ａか

ら隔たった後方から起立しているとともに、その天板本体７の長手方向である左右の横方

向全体に延びており、また、その高さは、約２３０ｍｍに達している。このバックガード

９は、前面部分９ａの下端から上端に至る全体が、さらにはバックガード９全体が、ステ
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ンレス鋼板等の材料をプレス加工することにより、一体に形成されている。さらに、この

バックガード９は、天板本体７とも、プレス加工による一体成形あるいは、両者を溶接す

ることにより、一体に形成されている。 

【００１７】このバックガード９の前面は、下端から上端に至るほぼ全体が、上方に向か

うにつれて手前側に向かって延びる、水平面からの傾斜角約６０度の傾斜面９ｂとなって

いる（図４参照）。そして、この傾斜面９ｂによって、バックガード９の上部に、手前側に

向かって突出する突出部９ｃが、形成されている。そして、この突出部９ｃの下方の天板

本体７上は、洗剤等の小物を置くことができる第１の収容部７ｂとなっている。また、シ

ンク８ｇとバックガード９との間の天板本体７上には、シャワー水栓１６が、上方に突出

するように取り付けられている。そして、このシャワー水栓１６と干渉しないように、突

出部９ｃには、湾曲するように切欠き部９ｄが形成されている（図１参照）。また、バック

ガード９の突出部９ｃの上面部分９ｅには、切欠き部９ｄを挟む両側に、そのほぼ全面に

わたって、上面から若干下がった窪み９ｆ、９ｆが形成されている。そして、それら窪み

９ｆ、９ｆには、表面に多数の貫通する孔９ｇ、９ｇが穿設された、調味料やコップ等の

小物を置くことができる水切り板９ｈ、９ｈが嵌め込まれている。こうして、窪み９ｆ、

９ｆおよび水切り板９ｈ、９ｈは、突出部９ｃの上面部分９ｅに位置して、小物を置くこ

とができる第２の収容部９ｉ、９ｉとなっている。また、これら第２の収容部９ｉ、９ｉ

の窪み９ｆ、９ｆには、排水手段としての第４の排水口９ｊ、９ｊが設けられている。も

っとも、前記切欠き部９ｄの右側に位置する小さい方の窪み９ｆの深さを深くして、その

窪み９ｆ内に洗剤等のボトルを入れ込むことができるようにしてもよい。 

【００１８】また、右側のキャビネット３には、天板６のシンク部８の下方の大部分を占

めるように、四つの大型の引き出し３ａ、３ａが、縦横に並んでいる。同様にして、左側

のキャビネット４にも、三つの引き出し４ｂ、４ｂが縦に並んでいる。 

【００１９】次に、以上の構成からなる流し台の作用効果について説明する。まず、シン

ク８ｇによっては、そのシンク８ｇは、後方側の壁面８ｉが、開口部８ｊよりも下部が奥

方に延びるように形成されおり、シンク８ｇの内部空間は、その開口部８ｊから奥方に広

がっている。したがって、開口部８ｊを広げることなく、内部空間を広くすることができ、

この内部空間が広くなったシンク８ｇで、大きな調理器具や食材を洗う等することが楽に

できる。また、シンク８ｇの内部空間は、後方側に広がっているので、その内部空間を、

開口部８ｊを通して、シンク８ｇで調理器具や食材を洗う等の作業をする者は、容易に見

ることができる。したがって、作業をする者は、シンク８ｇでの調理器具や食材を洗う等

の作業を支障なく行うことができる。また、後方側の壁面８ｉは、下方に向かうにつれて、

奥方に向かって延びる傾斜面（上部傾斜面８ｐおよび下部傾斜面８ｑ）となっていており、

その壁面８ｉは、徐々に奥方に向かうので、その壁面８ｉの清掃を容易に行うことができ

る。 

【００２０】 

【発明の効果】以上、詳述したところから明らかなように、この発明に係る流し台のシン

クによれば、次の効果がある。 

【００２１】請求項１に記載された流し台のシンクによれば、上側段部と中側段部とに、

選択的に同一の調理プレート等のプレートを掛け渡すようにして載置することができるの

で、それら上側段部と中側段部とのそれぞれに、上側あるいは中側専用のプレートを用意

する必要がない。 

【００２２】また、請求項２に記載された流し台のシンクによれば、加えて、上側段部と

中側段部との間を、下方に向かうにつれて奥方に向かってのびる傾斜面でつなぐことによ

り、上側段部の前後の間隔と中側段部の前後の間隔とを容易にほぼ同一にすることができ

る。 

【００２３】また、請求項３に記載された流し台のシンクによれば、プレートを、中側段

部上で、シンクのほぼ全域にわたってスライドさせることができ、そのプレートを、中側

段部上の任意の位置で使用することができる。 

【００２４】 
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(6) 

【図面の簡単な説明】 

【図１】この発明に係る流し台のシンクの一実施の形態の、斜視図である。 

【図２】同じく、分解斜視図である。 

【図３】同じく、備品およびシャワー水栓を取り除いた、平面図である。 

【図４】図３における、Ａ－Ａ線による、細部を省略した拡大断面図である。 

【図５】図３における、Ｂ－Ｂ線による、細部を省略した拡大断面図である。 

【図６】図３における、Ｃ－Ｃ線による、細部を省略した拡大断面図である。 

【図７】従来の流し台のシンクを示す斜視図である。 

【００２５】 

【符号の説明】 

８ｇ  シンク                        ８ｈ  手前側の壁面（壁面） 

８ｉ  後方側の壁面（壁面）          ８ｆ  上側段部 

８ｎ  中側段部                      １３  調理プレート（プレート） 

１５  水切りプレート（プレート）    ８ｐ  上部傾斜面（傾斜面） 
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(7) 

 

【図１】 

【図３】 
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(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２】 
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(9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図４】 【図５】 

【図６】 【図７】 
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（別紙６） 
乙第２号証  

拒絶理由通知書 
 

特許出願の番号  特願２００７－００００００ 
起案日   平成○○年○月○日 
特許庁審査官  ○○ ○○ 
特許出願人代理人  乙山 一郎 様 
適用条文   第２９条第２項 
 
 
この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見があり

ましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。 
 

理 由 
 
この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、

頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可

能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常

の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９

条第２項の規定により特許を受けることができない。 
 

記   （引用文献等については引用文献等一覧参照） 
 請求項  １ 
 引用文献 １又は２ 

 
 請求項  ３ 
 引用文献 １ 
 備考 
引用文献１に記載された技術における「ガイド６Ｂ」（本願の「中側段部」に

相当）はシンクの比較的上方に位置するものであるが、これをシンクの「深さ方向

中程」に位置させるようにすることは、当業者がプレートの使用勝手を考慮して適

宜行う設計事項であり、これにより技術的に格段の効果が奏されるものとも言えな

い。 
したがって、請求項３に係る発明は、引用文献１に記載された技術に基いて当

業者が容易に発明をすることができたものである。 
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この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、

現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒

絶の理由が通知される。 
 

引 用 文 献 等 一 覧 
 

（省 略） 
 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 

先行技術文献調査結果の記録 
 

（省 略） 
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（別紙７） 
乙第４号証  

意見書 
 
【書類名】  意見書 
【提出日】  平成○○年○月○日 
【あて先】  特許庁審査官 ○○ ○○ 殿 
【事件の表示】 
  【出願番号】 特願 2007-000000 
【特許出願人】 

【識別番号】 000000000 
【氏名又は名称】 甲島工業株式会社 

【代理人】 
  【識別番号】 000000000 
  【弁理士】 
  【氏名又は名称】 乙山 一郎 
【発送番号】  000000  
【意見の内容】 
 本意見書と同日付けの手続補正書で、引用文献が示されなかった旧請求項２の技

術事項を旧請求項１に導入して、新たな請求項１とすることにより、引用文献記載

の発明との違いを明確にいたしました。新請求項１に記載の発明は、補正後の明細

書の段落番号００２０に記載の効果に加え、シンクの後方側の壁面が奥方に向かっ

て延びる傾斜面となっているので、その傾斜面によって、水の飛散を防ぎやすくな

っているという、引用文献記載の発明には期待できない効果を備えます。また、新

請求項２は、新請求項１を引用する請求項となっています。 
 よって、これら新請求項１及び２は、ともに特許法第２９条第２項の規定には該

当せず、特許を受けることができるものと考えます。 
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